
別紙様式第 21 号 

申請日 2026 年 3 月 31 日 

 

一般社団法人 投資信託協会 

会 長     殿 

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 

代表取締役社長  カーク・チェスター・スウィーニー 

 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則 

第 10 条第１項第 17 号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

（2026年2月末現在） 

・資本金の額         1,000,000,000円 

・会社が発行する株式の総数      50,000株 

・発行済株式総数           42,000株 

・資本金の額の増減（最近5年間） 該当事項はありません。 

・会社の機構 

（１）経営の意思決定 

3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、

累積投票によらないものとします。 

取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結時までとし、欠員

の補充または増員により就任した取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一です。 

取締役会は、その決議をもって、代表取締役1名以上を選定します。また、会長、社長、副社長

及びその他の役付取締役を選定することができます。 

取締役会は、少なくとも3ヵ月に1回は開催します。取締役会は、当社の経営に関するすべての

重要事項並びに法令もしくは定款によって定められた事項を決定します。取締役会の決議は、

法律に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議

決によって行います。 



（２）運用の意思決定 

 法令等の遵守状況
の審査

• 情報共有・議論

 パフォーマンスの評価

• ファンドの投資判断

• 運用の実行

各アセットクラス
各地域の運用部門

内部統制委員会

ファンドの
主たる運用部門

運用評価委員会

 

運用判断を行うにあたり、下記の図のとおり、各運用チームごと、運用チーム間、各地域内、

および各地域間、テーマごと等の各種定例会議において様々な情報共有、意見交換、議論を行

います。これらの情報・議論に基づき、運用部門の担当者は各ファンドの運用基本方針、各運

用戦略の投資プロセスに則り、最終的な投資判断を行います。 

各アセットクラスごと、アセットクラス間、各地域の定例会議

債券 株式 金利・マクロ 為替 テーマ・セクター オルタナティブ

月次運用会議

各アセットクラスの主要メンバーにより組織

 アセットクラス間、運用メンバー間での情報共有、議論

 経済環境、市場環境、投資リスク、各アセットクラスの投資戦略、タイムリーな運用
テーマに関する情報共有、議論

統合された運用体制

各運用チーム内および各地域、各アセットクラス間での意見・情報を
踏まえ、各戦略の運用担当者が具体的な投資判断を行う

 

※前記の運用体制等は、今後変更することがあります。 

 



２．事業の内容及び営業の概況 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等を行っています。 

委託会社の運用する証券投資信託は、2026年2月末日現在、次の通りです。（ただし、親投資信託

を除きます。） 

種類 本数 純資産総額 

単位型株式投資信託 4 8,521 百万円 

追加型株式投資信託 52 418,621 百万円 

合計 56 427,142 百万円 

 
 



３．委託会社等の経理状況 

 

１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19

年内閣府令第52号)に基づき作成しております。 

 

２．記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 

 

３．当社は、第41期事業年度（2025年1月1日から2025年12月31日まで）の財務諸表について、金融

商品取引法第193条の2第１項の規定により、EY 新日本有限責任監査法人により監査を受けてお

ります。 

 



 

独立監査人の監査報告書 

２０２６年３月２４日 

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 

 取 締 役 会  御 中 

 

EY 新日本有限責任監査法人 

 東  京  事  務  所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士  水 永 真 太 郎 

 

 
監査意見 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられているパインブリッジ・インベストメンツ株式会社の２０２５年１月１日から２０２５年１２月

３１日までの第４１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な

会計方針及びその他の注記について監査を行った。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パ

インブリッジ・インベストメンツ株式会社の２０２５年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事

業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

 その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以

外の情報である。 

 当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施

していない。 

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう

かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

 監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

財務諸表監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 



・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監

査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

・ 財務諸表に対する意見表明の基礎となる、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監

査証拠を入手するために、財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、構成単位の財務情報の監査に関する指

揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 

 監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

 監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

      ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。 

 



1.財務諸表  

(1)【貸借対照表】  

（単位：千円） 

     
第40期 

（2024年12月31日現在） 
    

第41期 

（2025年12月31日現在） 

資産の部         

 流動資産      

  現金・預金  564,882   850,776 

  短期貸付金  524,000   - 

  前払金  1,061   116 

  前払費用  29,290   32,725 

  未収入金  126,642   76,473 

  未収委託者報酬  720,973   642,986 

  未収運用受託報酬  107,368   136,457 

  未収還付消費税等  -   7,580 

  立替金  1,844   976 

  未収収益  1,804   - 

  流動資産合計   2,077,867     1,748,091 

        

 固定資産      

  有形固定資産      

   建物附属設備 *1 71,364  *1 65,627 

   工具器具備品 *1 10,983  *1 8,385 

   有形固定資産合計   82,347     74,013 

  無形固定資産      

   ソフトウェア  161   80 

   電話加入権  0   0 

   無形固定資産合計   161     80 

  投資その他の資産      

   関係会社株式  164,013   164,013 

   敷金保証金  42,245   42,605 

   繰延税金資産   101,951     84,573 

   投資その他の資産合計   308,211     291,192 

  固定資産合計   390,720     365,286 

 資産合計   2,468,587     2,113,378 



 

（単位:千円） 

     
第40期 

（2024年12月31日現在） 
    

第41期 

（2025年12月31日現在） 

負債の部         

 流動負債      

  預り金  22,725   21,770 

  未払金      

   未払収益分配金  240   240 

   未払手数料  310,489   276,867 

   その他未払金  200,750   130,081 

  未払費用  493,922   510,855 

  未払役員賞与  34,369   19,711 

  未払法人税等  21,640   2,539 

  未払消費税等  40,310   - 

  流動負債合計   1,124,449     962,065 

       

 固定負債      

  賞与引当金   114,717   21,275 

  役員賞与引当金  30,327   - 

  退職給付引当金  108,306   107,950 

  役員退職慰労引当金  8,080   - 

  固定負債合計   261,431     129,225 

 負債合計   1,385,880     1,091,291 

       

純資産の部      

 株主資本      

  資本金  1,000,000   1,000,000 

  資本剰余金      

   資本準備金  58,876   58,876 

   資本剰余金合計   58,876     58,876 

  利益剰余金      

   利益準備金  265,112   265,112 

   その他利益剰余金      

    任意積立金  230,000   230,000 

    繰越利益剰余金  △ 471,282   △ 531,902 

   利益剰余金合計   23,830     △ 36,789 

  株主資本合計   1,082,706     1,022,087 

       

 純資産合計   1,082,706     1,022,087 

負債・純資産合計   2,468,587     2,113,378 



 

(2)【損益計算書】  

（単位：千円） 

    

第40期 

(自 2024年 1月 1日 

 至 2024年12月31日) 

    

第41期 

(自 2025年 1月 1日 

 至 2025年12月31日) 

        

営業収益      

 委託者報酬  4,312,754   3,698,495 

 運用受託報酬  349,069   350,229 

 その他営業収益  234,339   208,004 

 営業収益合計   4,896,162     4,256,729 

       

営業費用      

 支払手数料  1,987,610   1,684,147 

 広告宣伝費  4,707   4,360 

 調査費      

  調査費  610,638   625,742 

  委託調査費  872,855   739,364 

 営業雑経費      

  通信費  11,222   10,106 

  印刷費  29,759   26,151 

  協会費  4,054   3,611 

  図書費  1,320   1,446 

 営業費用合計   3,522,170     3,094,930 

       

一般管理費      

 給料      

  役員報酬  38,600   38,600 

  給料・手当  627,588   619,693 

  賞与  166,237   146,313 

  役員賞与  43,477   700 

 賞与引当金繰入  17,258   31,295 

 役員賞与引当金繰入  5,535   - 

 交際費  3,537   6,190 

 旅費交通費  8,186   8,759 

 租税公課  27,750   27,459 

 不動産賃借料  81,329   81,859 

 退職給付費用  36,150   34,268 

 役員退職慰労引当金繰入  780   781 

 固定資産減価償却費  10,696   9,818 

 業務委託費  163,895   164,027 

 諸経費  34,069   36,619 

 一般管理費合計   1,265,093     1,206,386 

営業利益又は営業損失（△）   108,899     △ 44,588 



 

          

営業外収益      

 受取利息  6,916   4,156 

 雑収入  -   1,062 

 営業外収益合計   6,916     5,219 

営業外費用      

 為替差損  20,420   1,697 

 支払利息  61   - 

 営業外費用合計   20,482     1,697 

経常利益又は経常損失（△）   95,334     △ 41,066 

       

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）   95,334     △ 41,066 

       

法人税、住民税及び事業税  8,693   2,174 

法人税等調整額   22,359     17,378 

法人税等合計   31,053     19,552 

       

当期純利益又は当期純損失（△）   64,281     △ 60,619 



 

(3)【株主資本等変動計算書】  

第40期（自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日） 

（単位:千円） 

  

株  主  資  本 

純資産 

合計 資本金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

株主資本 

合計 資本準 

備金 

資本剰余 

金合計 

利益準 

備金 

その他利益剰余金 
利益剰余 

金合計 任意積 

立金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 1,000,000 58,876 58,876 265,112 230,000 △ 535,563 △ 40,451 1,018,425 1,018,425 

当期変動額                   

 当期純利益 - - - - - 64,281 64,281 64,281 64,281 

当期変動額合計 - - - - - 64,281 64,281 64,281 64,281 

当期末残高 1,000,000 58,876 58,876 265,112 230,000 △ 471,282 23,830 1,082,706 1,082,706 

 

第41期（自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日） 

（単位:千円） 

  

株  主  資  本 

純資産 

合計 資本金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

株主資本 

合計 資本準 

備金 

資本剰余 

金合計 

利益準 

備金 

その他利益剰余金 
利益剰余 

金合計 任意積 

立金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 1,000,000 58,876 58,876 265,112 230,000 △ 471,282 23,830 1,082,706 1,082,706 

当期変動額              

 当期純損失（△） - - - - - △ 60,619 △ 60,619 △ 60,619 △ 60,619 

当期変動額合計 - - - - - △ 60,619 △ 60,619 △ 60,619 △ 60,619 

当期末残高 1,000,000 58,876 58,876 265,112 230,000 △ 531,902 △ 36,789 1,022,087 1,022,087 

 



 

重要な会計方針 

1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式 

移動平均法による原価法 

2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産 

建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主

な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15

年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設

備については、定額法を採用しております。 

(2)無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用分）については、定額法により、社内

における利用可能期間（5年）で償却しております。 

3.引当金の計上基準 (1)賞与引当金 

従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給見込額

の当事業年度負担額を計上しております。 

(2)役員賞与引当金 

役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与支給見込

額の当事業年度負担額を計上しております。 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当事業年

度末現在の退職給付要支給額を計上しております。退職給付引

当金の算定にあたり、期末自己都合退職金要支給額を退職給付

引当金とする簡便法を採用しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当事業年

度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上しております。 

4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替

相場による円換算額を付しております。 

5.収益及び費用の計上基準  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、そ

の他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含ま

れる場合があります。  

① 委託者報酬 

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額

に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託に

よって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期

間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、

投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 

② 運用受託報酬 

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額

等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧客口座

によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は期

間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、

顧客口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 

③ その他営業収益 

運用受託報酬以外でグループ会社に提供したサービスにより

受領する収益は、グループ会社との契約に定められた支払い条

件及び算式に基づき、関連する投資対象に応じて、資金投入時

点もしくはサービスを提供する期間にわたり時間の経過に応

じて収益を認識しております。 

④ 成功報酬 

成功報酬は、対象となる投資信託または顧客口座の特定のベン

チマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運

用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報

酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しており

ます。 

 



 

未適用の会計基準等 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会計基準委員会）

等 

  (1) 概要 

  

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全て

のリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏ま

えた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16

号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、か

つ、IFRS 第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準

等が公表されました。 

  

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS 第16号と同様に、リースがファイナ

ンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に

係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

  (2) 適用予定日 

  2028年12月期の期首より適用予定であります。 

  (3) 当該会計基準等の適用による影響 

  「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

第40期 

2024年12月31日現在 

第41期 

2025年12月31日現在 

*1 有形固定資産の減価償却累計額 *1 有形固定資産の減価償却累計額 

  建物附属設備        62,231千円   建物附属設備        67,967千円 

  工具器具備品        26,611千円   工具器具備品        30,611千円 

上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計

額が含まれております。 

上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計

額が含まれております。 

 



 

（株主資本等変動計算書関係） 

第40期（自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日） 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 

当事業年度期首 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

 普通株式 42,000 株 － － 42,000 株 

 

2. 自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

3. 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

4. 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

第41期（自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日） 

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

当事業年度期首 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株式数 

 普通株式 42,000 株 - - 42,000 株 

 

2. 自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

3. 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

4. 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

 



 

（金融商品関係） 

第40期（自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日） 

1.金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。 

又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方

針ですが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。 

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金に

ついては、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取

引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。 

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い

金融機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託

報酬は、投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リ

スクは僅少であります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行

われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。 

 

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に

関する為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。 

 

流動性リスク（支払期日に支払を実行出来なくなるリスク）の管理 

当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最

低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。 

 

2.金融商品の時価等に関する事項 

2024年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、記載すべき事項はございません。また、

現金・預金、短期貸付金、未収入金、未収委託者報酬 、未収運用受託報酬、未収収益、未払手数料、その他未払金、

未払費用等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。子会

社株式（貸借対照表計上額164,013千円）は市場価格のない株式等に該当するため、注記を省略しております。 

 

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しており

ます。 

 

レベル1の時価 ： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル2の時価 ： レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価  



レベル3の時価 ： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価  

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ

ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。  

 

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 

該当事項はありません。 

 

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

該当事項はありません。 

 

第41期（自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日） 

1.金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。 

又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方

針ですが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。 

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金に

ついては、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取

引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。 

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い

金融機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託

報酬は、投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リ

スクは僅少であります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行

われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。 

 

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に

関する為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。 

 

流動性リスク（支払期日に支払を実行出来なくなるリスク）の管理 

当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最

低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。 

 

2.金融商品の時価等に関する事項 

2025年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、記載すべき事項はございません。また、

現金・預金、未収入金、未収委託者報酬 、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払費用等は短期間で決



済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。子会社株式（貸借対照表計上

額164,013千円）は市場価格のない株式等に該当するため、注記を省略しております。 

 

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しており

ます。 

 

レベル1の時価 ： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル2の時価 ： レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価  

レベル3の時価 ： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価  

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ

ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。  

 

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 

該当事項はありません。 

 

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

該当事項はありません。 

 

 

（有価証券関係） 

第40期（2024年12月31日現在） 

子会社株式 

（単位：千円） 

区分 貸借対照表計上額 

子会社株式 164,013 

上記については、市場価格のない株式等に該当しております。 

 

第41期（2025年12月31日現在） 

子会社株式 

（単位：千円） 

区分 貸借対照表計上額 

子会社株式 164,013 

上記については、市場価格のない株式等に該当しております。 

 



 

（退職給付関係） 

第40期（2024年12月31日現在） 

  1．採用している退職給付制度の概要    

  当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型 

  の退職一時金制度を採用しております。 
 

  

  退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を   

  支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお   

  ります。   

  
  

  

  2．確定給付制度    

  (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表   

   千円   

  期首における退職給付引当金 101,580   

  退職給付費用 12,742   

  退職給付の支払額 △ 6,017   

  期末における退職給付引当金 108,306   

      

  (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金   

  及び前払年金費用の調整表    

   千円   

  非積立型制度の退職給付債務 108,306   

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額 108,306   

      

  退職給付引当金 108,306   

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額 108,306   

      

  (3)退職給付費用    

  簡便法で計算した退職給付費用 12,742千円   

      

  3．確定拠出制度    

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、23,407千円でありました。    

        

 



 

第41期（2025年12月31日現在） 

  1．採用している退職給付制度の概要    

  当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型 

  の退職一時金制度を採用しております。 
 

  

  退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を   

  支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお   

  ります。   

  
  

  

  2．確定給付制度    

  (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表   

   千円   

  期首における退職給付引当金 108,306   

  退職給付費用 11,676   

  退職給付の支払額 △ 12,033   

  期末における退職給付引当金 107,950   

      

  (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金   

  及び前払年金費用の調整表    

   千円   

  非積立型制度の退職給付債務 107,950   

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額 107,950   

      

  退職給付引当金 107,950   

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額 107,950   

      

  (3)退職給付費用    

  簡便法で計算した退職給付費用 11,676千円   

      

  3．確定拠出制度    

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、22,591千円でありました。    

        

 



 

（税効果会計関係） 

第40期 

2024年12月31日現在 

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳   

  繰延税金資産 （単位：千円）   

       

   税務上の繰越欠損金（注）2 184,552   

   未払金否認 14,776   

   未払賞与・賞与引当金否認 93,417   

   退職給付引当金否認 33,163   

   役員退職慰労引当金否認 2,474   

   減損損失 3,160   

   資産除去債務 11,544   

   その他 21,340   

  繰延税金資産小計 364,430   

   税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）2 △ 177,462   

   将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △ 85,016   

  評価性引当額小計（注）1 △ 262,478   

  繰延税金資産合計 101,951   

  繰延税金資産の純額 101,951   

      

  

（注）1 評価性引当額が17,584千円減少しております。これは、将来課税所得の見積額が増加したことに伴

い、将来減算一時差異等及び税務上の繰越欠損金の回収可能額が増加したことなどによるものであり

ます。   

  （注）2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額   

  （単位：千円）  

  

  
1年以内 

1年超2年 

以内 

2年超3年 

以内 

3年超4年 

以内 

4年超5年 

以内 
5年超 合計 

  

  税務上の繰越欠損金（*1） 74,676 57,567 - - 52,308 - 184,552   

  評価性引当額 △ 67,585 △ 57,567 - - △ 52,308 - △ 177,462   

  繰延税金資産 7,090 - - - - - 7,090   

  （*1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。   

     

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

   法定実効税率 30.6%   

   （調整） 
 
  

   交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6%   

   役員賞与等永久に損金に算入されない項目 15.7%   

   住民税均等割 2.6%   

   評価性引当額 △ 18.4%   

   その他 1.5%   

   税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.6%   

      

 



 

第41期 

2025年12月31日現在 

 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳   

  繰延税金資産 （単位：千円）   

       

   税務上の繰越欠損金（注）2 166,089   

   未払金否認 14,636   

   未払賞与・賞与引当金否認 63,085   

   退職給付引当金否認 34,579   

   役員退職慰労引当金否認 2,713   

   減損損失 2,605   

   資産除去債務 11,546   

   その他 6,516   

  繰延税金資産小計 301,771   

   税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）2 △ 163,707   

   将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △ 53,490   

  評価性引当額小計（注）1 △ 217,198   

  繰延税金資産合計 84,573   

  繰延税金資産の純額 84,573   

      

  

（注）1 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容は、

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額74,439千円の繰越期限切れによるものです。   

  （注）2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額   

  （単位：千円）  

  

  
1年以内 

1年超2年 

以内 

2年超3年 

以内 

3年超4年 

以内 

4年超5年 

以内 
5年超 合計 

  

  税務上の繰越欠損金（*1） 57,567 - - 52,308 - 56,186 166,063   

  評価性引当額 △ 55,212 - - △ 52,308 - △ 56,186 △ 163,707   

  繰延税金資産 2,355 - - - - - 2,355   

  （*1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。   

     

  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

   税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。 

      

 



 

（収益認識関係） 

第40期 

自 2024年 1月 1日 

至 2024年12月31日 

  1. 収益の分解情報   

   当事業年度の収益の構成は次のとおりです。   

        

   委託者報酬 4,312,754千円    

   運用受託報酬 311,617千円    

   その他営業収益 234,339千円    

   成功報酬 (注) 37,451千円    

   合計 4,896,162千円    

   (注) 成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。   

     

  2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報   

   ［重要な会計方針］５. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。   

     

  

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

業年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び

時期に関する情報 

  

   重要性が乏しいため記載を省略しております。   

     

 

第41期 

自 2025年 1月 1日 

至 2025年12月31日 

  1. 収益の分解情報   

   当事業年度の収益の構成は次のとおりです。   

        

   委託者報酬 3,698,495千円    

   運用受託報酬 350,229千円    

   その他営業収益 208,004千円    

   成功報酬 (注) - 千円    

   合計 4,256,729千円    

   (注) 成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。   

     

  2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報   

   ［重要な会計方針］５. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。   

     

  

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

業年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び

時期に関する情報 

  

   重要性が乏しいため記載を省略しております。   

     

 



 

（セグメント情報等） 

第40期 

自 2024年 1月 1日 

至 2024年12月31日 

1.セグメント情報 

 当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。 

   

2.関連情報 

 （1）製品及びサービス毎の情報 

  （単位：千円）   

    委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益   

  外部顧客への営業収益 4,312,754 349,069 234,339   

     

 （2）地域毎の情報   

  ①営業収益   

  （単位：千円）   

  日本 米国 欧州 アジア 合計   

  4,551,167 177,259 154,949 12,785 4,896,162   

  （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。   

     

  ②有形固定資産   

  
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域毎の

有形固定資産の記載を省略しております。 
  

     

  （3）主要な顧客毎の情報   

  
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がいないため、主要な

顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 
  

     

3.セグメント毎の固定資産の減損損失に関する情報 

 当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。 

  

 



 

第41期 

自 2025年 1月 1日 

至 2025年12月31日 

1.セグメント情報   

 当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。   

    

2.関連情報   

 （1）製品及びサービス毎の情報   

  （単位：千円）   

    委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益   

  外部顧客への営業収益 3,698,495 350,229 208,004   

    

 （2）地域毎の情報   

  ①営業収益   

  （単位：千円）   

  日本 米国 欧州 アジア 合計   

  3,886,615 187,514 115,878 66,720 4,256,729   

  （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。   

     

  ②有形固定資産   

  
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域毎の

有形固定資産の記載を省略しております。 
  

     

 （3）主要な顧客毎の情報   

  
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がいないため、主要な

顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 
  

     

3.セグメント毎の固定資産の減損損失に関する情報   

 当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。   

    

 



 

（関連当事者情報） 

第40期（自 2024年 1月 1日  至 2024年12月31日） 

1.関連当事者との取引 

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社 

属性 会社等の名称 住所 資本金 
事業の 

内容 

議決権等の 

所有 （被所 

有)割合 

関係内容 
取引の 

内容 
取引金額 科目 期末残高 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

      千 US ドル           千円   千円 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

パインブリッ 

ジ・インベスト 

メンツ・ホール 

ディングス US  

LLC 

アメリカ、 

ニューヨ 

ーク州 

313,597 持株 

会社 

- あり 

経営管理 

サービス 

契約 

金銭の貸付 

*6 

524,000 短期貸付金 524,000 

  千円   千円 

受取利息 

*6 

6,902 未収収益 1,804 

  千円   千円 

調査費の 

支払 

*7 

81,155 その他 

未払金 

16,872 

  千円   千円 

役務提供 

に対する 

対価支払   

*2 

196,396 その他 

未払金 

67,687 

      千 US ドル           千円   千円 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

パインブリッ 

ジ・インベスト 

メンツ LLC 

アメリカ、 

ニューヨ 

ーク州 

2 投資運 

用会社 

- あり 

一任契約 

サービス 

契約 

その他営業 

収益の 

受取 

*5 

145,506 未収入金 37,081 

 
千円   千円 

委託調査 

費の支払 

*4 

598,823 未払費用 137,691 

 
千円   千円 

調査 

費の支払 

*7 

48,310 その他 

未払金 

18,983 

 
千円   千円 

役務提供 

に対する 

対価受取 

*3 

119,468 未収入金 29,979 

      
千スターリング 

ポンド 
         千円   千円 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

パインブリッ 

ジ・インベスト 

メンツ・ヨー 

ロッパ・リミ 

テッド 

イギリス、 

ロンドン 

200 投資運 

用会社 

- あり 

一任契約 

サービス 

契約 

委託調査 

費の支払 

*4 

79,944 未払費用 18,934 

      千 HK ドル           千円   千円 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

パインブリッ 

ジ・インベスト 

メンツ・アジ 

ア・リミテッド 

ホンコン 222,061 投資運 

用会社 
- - 

一任契約 

サービス 

契約 

役務提供 

に対する 

対価支払 

*2 

115,548 その他 

未払金 

17,272 

 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

＊1上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目に

ついては税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。 



＊2役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノロジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費

用等の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間

で合意した合理的な計算根拠に基づいて決定しております。  

＊3役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への

配賦額であります。 尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した

合理的な計算根拠に基づいて決定しております。 

＊4委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。 

＊5その他営業収益の受取については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。 

＊6金銭の貸付に係る利息は、市場金利を参考に決定しております。 

＊7調査費の支払いについては、業者とのグローバル契約に係る費用の内弊社使用分を支払うものです。 

 

2.親会社又は重要な関連当事者に関する注記 

（1）親会社情報 

パインブリッジ・インベストメンツ・L.P.（金融商品取引所に上場しておりません） 

パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・シンガポール・プライベート・リミテッド（金融商品取

引所に上場しておりません） 

（2）重要な関連会社の要約財務諸表 

該当事項ありません。 

 



第41期（自 2025年 1月 1日  至 2025年12月31日） 

1.関連当事者との取引 

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社 

属性 会社等の名称 住所 資本金 
事業の 

内容 

議決権等の 

所有 （被所 

有)割合 

関係内容 
取引の 

内容 
取引金額 科目 期末残高 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

      千 US ドル           千円   千円 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

パインブリッ 

ジ・インベスト 

メンツ・ホール 

ディングス US  

LLC 

アメリカ、 

ニューヨ 

ーク州 

395,773 持株 

会社 

- あり 

経営管理 

サービス 

契約 

調査費の 

支払 

*6 

97,780 その他 

未払金 

18,548 

  千円   千円 

役務提供 

に対する 

対価支払   

*2 

171,839 その他 

未払金 

10,731 

      千 US ドル           千円   千円 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

パインブリッ 

ジ・インベスト 

メンツ LLC 

アメリカ、 

ニューヨ 

ーク州 

2 投資運 

用会社 

- あり 

一任契約 

サービス 

契約 

その他営 

業収益の 

受取 

*5 

133,631 未収入金 22,597 

  千円   千円 

委託調査 

費の支払 

*4 

436,489 未払費用 78,173 

  千円   千円 

調査費の 

支払 

*6 

76,626 その他 

未払金 

17,169 

  千円   千円 

役務提供 

に対する 

対価受取 

*3 

105,548 未収入金 7,121 

      
千スターリング 

ポンド 
          千円   千円 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

パインブリッ 

ジ・インベスト 

メンツ・ヨー 

ロッパ・リミ 

テッド 

イギリス、 

ロンドン 

11,321 投資運 

用会社 

- あり 

一任契約 

サービス 

契約 

委託調査 

費の支払 

*4 

57,383 未払費用 9,503 

      
千スターリング 

ポンド 
          千円   千円 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

パインブリッ 

ジ・インベスト 

メンツ・ホール 

ディングス・ 

ヨーロッパ・ 

リミテッド 

イギリス、 

ロンドン 

96,138 持株 

会社 

- - 

サービス 

契約 

役務提供 

に対する 

対価受取 

*3 

16,078 未収入金 22,896 

      千 HK ドル           千円   千円 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

パインブリッ 

ジ・インベスト 

メンツ・アジ 

ア・リミテッド 

ホンコン 222,061 投資運 

用会社 

- あり 

一任契約 

サービス 

契約 

役務提供 

に対する 

対価支払 

*2 

96,353 その他 

未払金 

4,924 

  千円   千円 

運用受託 

報酬の受取 

*7 

65,538 未収運用 

受託報酬 

42,453 

      百万円           千円   千円 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

メットライフ 

生命保険株式 

会社 

日本、 

東京 

111,308 生命保 

険会社 
- - 

投資信託 

の販売委 

託契約 

販売代行 

手数料の 

支払 

*8 

1,855 未払 

手数料 

102,708 



 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

＊1上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目に

ついては税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。 

＊2役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノロジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費

用等の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間

で合意した合理的な計算根拠に基づいて決定しております。  

＊3役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への

配賦額であります。 尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した

合理的な計算根拠に基づいて決定しております。 

＊4委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。 

＊5その他営業収益の受取については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。 

＊6調査費の支払いについては、業者とのグローバル契約に係る費用の内弊社使用分を支払うものです。 

＊7運用受託報酬の受取については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。 

＊8販売代行手数料の支払については、ファンドの運用資産の残高に対する一定の比率により決定しております。尚、

メットライフ生命保険株式会社は、2025年12月30日付でメットライフ・インベストメント・マネジメント・ホール

ディングス・アイルランド・リミテッドがパインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・シンガポール・

プライベート・リミテッドを買収したことにより、当社と同一の親会社を持つ会社となりました。上記取引金額は、

関連当事者に該当することとなった以降の取引を集計しております。 

 

2.親会社又は重要な関連当事者に関する注記 

（1）親会社情報 

メットライフ・インク（ニューヨーク証券取引所に上場しております） 

パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・シンガポール・プライベート・リミテッド（金融商品取

引所に上場しておりません） 

（2）重要な関連会社の要約財務諸表 

該当事項ありません。 

 



 

（１株当たり情報） 

第40期 

自 2024年 1月 1日 

至 2024年12月31日 

第41期 

自 2025年 1月 1日 

至 2025年12月31日 

1株当たり純資産額 25,778円73銭 1株当たり純資産額 24,335円40銭 

1株当たり当期純利益金額 1,530円50銭 1株当たり当期純損失金額 1,443円32銭 

        

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、

1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、以下の

とおりであります。 

(注) 1株当たり当期純損失金額の算定の基礎は、以下の

とおりであります。 

 

第40期 

自 2024年 1月 1日 

至 2024年12月31日 

第41期 

自 2025年 1月 1日 

至 2025年12月31日 

当期純利益 64,281 千円 当期純損失 60,619 千円 

普通株主に帰属しない金額 -  普通株主に帰属しない金額 -  

普通株主に係る当期純利益 64,281 千円 普通株主に係る当期純損失 60,619 千円 

普通株式の期中平均株式数 42,000 株 普通株式の期中平均株式数 42,000 株 

  

（重要な後発事象） 

第40期 

自 2024年 1月 1日 

至 2024年12月31日 

第41期 

自 2025年 1月 1日 

至 2025年12月31日 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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